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両立支援制度の概要（妊娠・出産・育児）
ページ概要制度名対象目的

１１不妊治療に係る通院等のための休暇出生サポート休暇男女妊娠

１１
妊娠中又は出産後１年を経過していない女
性職員が保健指導や健康診査を受ける場合
の休暇

妊産婦保健指導・
健康診査休暇

女性

１２
保健指導や健康診査の指導等により、業務
が母体又は胎児に影響を及ぼすと認められ
る場合の休息や補食のための休暇

妊婦休息・補食休
暇

女性

１２妊娠中の職員がつわりのため勤務すること
が著しく困難な場合の休暇

つわり休暇女性

１２

保健指導や健康診査の指導等により、妊娠
中の職員が通勤に利用する交通機関（自家
用車、乗降場、道路等を含む。）の混雑が
母体又は胎児に影響を及ぼすと認められる
場合の休暇

妊婦通勤緩和休暇女性

１２妊産婦である職員が請求した場合は、深夜
勤務及び時間外勤務が免除される

深夜勤務及び時間
外勤務の制限

女性

１４
出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合は１
４週間）以内の請求日から出産の日まで及
び出産の翌日から８週間目までの休暇

出産休暇女性出産

１４妻の出産等に伴い入院の付き添い等をする
場合の休暇

配偶者出産休暇男性

１４妻の産前産後期間中に、当該出産に係る子
または未就学児を養育するための休暇

配偶者の出産に係
る子の養育休暇

男性

１４３歳未満の子を養育するための休業育児休業男女育児

１５未就学児を養育するため、通常より短い勤
務時間で勤務すること

育児短時間勤務男女

１６
未就学児を養育するため、①１日２時間ま
で、②１年につき１０日以内で１時間単位
で勤務しないこと（R7.10から制度改正）

部分休業男女

１６１歳６か月未満の子の養育のため、授乳や
託児所への送迎を行う場合の休暇

保育休暇男女

１６家族の看護等をする場合の休暇家族看護等休暇男女

１７小学校６年生までの子を養育するため、勤
務時間帯を変更すること

早出遅出勤務・時
差出勤

男女

１７総勤務時間数を変えずに、日ごとの勤務時
間数・勤務時間帯を変更すること

フレックスタイム
制

男女

１７
未就学児を養育する職員がその子を養育す
るために請求した場合は、深夜勤務及び時
間外勤務が免除される

深夜勤務及び時間
外勤務の制限

男女

【支援制度の概要】
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両立支援制度の利用可能期間

深夜勤務・時間外勤務の制限

妊産婦保健指導・健康診査休暇

妊婦休息・
補食休暇
妊婦通勤
緩和休暇

出産休暇

配偶者
出産
休暇

配偶者の出産に
係る子の養育休暇

深夜勤務及び時間外勤務の制限

育児休業

育児短時間勤務

部分休業

保育休暇

家族看護等休暇

早出遅出勤務・時差出勤

フレックスタイム制

妊
娠

出
生

1
歳

3
歳

小学校
入学

小学校
卒業

（第２子以降のためにも使用可）出生
サポート休暇

つわり休暇

女性が対象

男性が対象

男性・女性
ともに対象
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育児に関する制度のフローチャート

仕事を休んで
育児に専念したい

勤務する時間を
短くしたい

勤務する時間帯を
変更したい

深夜勤務・時間外
勤務を避けたい

育児休業
（最長３年）

配偶者出産休暇
（期間内に２日）

配偶者の出産に係る
子の養育休暇

（期間内に５日）

家族看護等休暇
（１年に６日※）

育児短時間勤務
（小学校就学前まで）

育児部分休業
（小学校就学前まで）

保育休暇
（１歳６か月まで）

フレックスタイム制

早出遅出勤務・時差出勤

深夜勤務の制限

時間外勤務の免除・制限

※家族が２人以上の場合は12日

まとまった期間休む
（無給）

一
日
又
は
一
時
間
単
位
で
休
む

（
有
給
）

妻の出産に係る入院の
日から出産後２週間
（男性）

妻の産前から産後１年
間までの間（男性）

看護、予防接種・健康
診断、学級閉鎖等、学
校行事への参加

最短で半分程度にする
（勤務しない時間無給）

１日の全部又は一部を勤
務しないことができる
（勤務しない時間無給）

１日２回まで最長１時間
又は１日１回２時間短く
する（有給）

１日の勤務時間数や勤
務時間帯を柔軟に設定

始業・終業時刻の
繰上げ・繰下げ

深夜勤務を避ける

時間外勤務を免除又は
一定時間までに制限
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両立支援制度の概要（介護）
ページ概要制度名

２３要介護者の介護を行うための休暇（通算６月を超えな
い指定期間内で３回まで分割可）

介護休暇

２４要介護者の介護を行うための休暇（連続３年の間に１
日２時間まで）

介護時間

２４要介護者の介護を行うための休暇（年５日。要介護者
が２人以上の場合は１０日）

短期の介護休暇

２５要介護者の介護を行うため、勤務時間帯を変更するこ
と

早出遅出勤務・時差出勤

２５総勤務時間数を変えずに、日ごとの勤務時間数・勤務
時間帯を変更すること

フレックスタイム制

２５要介護者の介護を行うため、職員が請求した場合は、
深夜勤務及び時間外勤務が免除される

深夜勤務及び時間外勤務
の制限

仕事を休んで
介護に専念したい

介護に関する制度のフローチャート

勤務する時間帯を
変更したい

深夜勤務・時間外
勤務を避けたい

フレックスタイム制

早出遅出勤務・時差出勤

深夜勤務の制限

時間外勤務の免除・制限

始業・終業時刻の
繰上げ・繰下げ

深夜勤務を避ける

時間外勤務を免除又は
一定時間までに制限

勤務する時間を
短くしたい

介護時間
（連続３年まで）

1日最長２時間短くする
（勤務しない時間無給）

介護休暇
（通算６月を超えない期
間内で３回まで分割可）

短期の介護休暇
（１年に５日※）

まとまった期間休む
（無給）

短期間休む（有給）

※要介護者が２人以上の場合は10日

１日の勤務時間数や勤
務時間帯を柔軟に設定

5



【１ 職場全体で子育てを応援するために】
これから出産又は子育てをしようとする職員にとって、職場の理解と

応援を得ることは、必要不可欠です。日ごろから職員同士のコミュニ
ケーションを図っておくことはもちろん大切ですが、職場においても、
周囲の職員が出産や子育てに共感し、各種支援制度等を理解するなど、
職場全体で子育てしやすい環境をつくることが重要です。

（１）出産又は子どもが誕生することが分かったら

● 出産又は子どもが誕生予定の職員
・ できるだけ早い時期に上司に報告するようにし、
出産（誕生）後の子育ての計画について「育児プラン
シート」（９ページ）を活用し、相談や報告をしましょう。

・ 出産休暇又は育児休業を取得予定の職員は、自分の業務について
内容や処理方法、進行状況等を整理し、業務に支障が生じないよう
必要に応じて上司に相談をしましょう。また、周囲の職員がバック
アップしやすいよう、スムーズな引継ぎを心掛けましょう。

● 所属長（課長、校長等）の対応
・ 配慮すべきことを把握するとともに、必要に応じて
業務分担の見直しや人員配置の検討を行いましょう。

・ 職員に的確なアドバイスができるよう、各種制度の
理解に努め、このハンドブックを対象職員に配付する
など、職員が必要な制度を利用できるよう配慮しま
しょう。

● 副校長・教頭・事務長・チームリーダーの対応
・ 業務目標の設定や進め方の意見交換を行うなど、時
間外勤務の縮減に留意しながら、学校内・チーム内の
業務の円滑な遂行のためのバックアップの体制づくり
をしましょう。

・ 出産又は子どもが誕生予定の職員の休暇等について
周囲の職員の理解を促すようにしましょう。また、
バックアップの体制づくりの過程で、その他の職員も
休暇を取得しやすいよう声を掛け合いましょう。
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● 周囲の職員
・ 出産又は子どもが誕生予定の職員への配慮につい
て十分理解するとともに、他の職員と協力しながら
業務のバックアップを行いましょう。

● 妊娠中の身体の変化

妊娠に伴って次のような症状が現れることがあります。
周囲の職員は、適切な対応と気配りを心掛けましょう。

・妊娠初期：体調が急激に変化しはじめ流産の危険性も高い時期です。
（症状）つわり お腹が張る 腰が重く感じる など

・妊娠中期：安定期ですが、お腹がふくらみ、身体の負担が増えます。
（症状）貧血 手足や顔がむくみやすい など

・妊娠後期：身体の負担はピークになり、早産の危険性も高まります。
（症状）背中や腰が痛む 動悸・息切れ など

● その一言、マタハラ（パタハラ）ではありませんか？

「他の職員は、つわり休暇なんか取っていないぞ。」
→ 妊娠時の体調は人それぞれ違います。それぞれの
体調に合わせた配慮が必要です。

「重要な仕事は任せられないから、業務分担を変えるよ。」
→ 体に負担の掛かる業務などに対する配慮は必要ですが、過度の
配慮は必要ありません。本人と相談しながら業務分担を調整しま
しょう。

※ マタハラ（マタニティハラスメント）
妊娠・出産を理由に解雇・雇止めをされることや、妊娠・出産に当たって
職場で受ける精神的・肉体的な嫌がらせなどの行為。

「男が育休なんて！」
→ 「男は仕事、子育ては女の役割」と考えていませんか？
男性も積極的に育児に関わることができるよう配慮しましょう。

※ パタハラ（パタニティハラスメント）
男性が育児休業や子育てのための短時間勤務を取得することを妨げるなどの
行為。
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（２）子どもが誕生したら

出生の事実を速やかに上司に報告し、所属と連絡を取りながら必要な
手続を取りましょう。

● 育児休業、育児短時間勤務又は部分休業をする職員
・ 請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する
書類（※）を添えて、休業等の申請（出勤できない場合は代理申
請）等の必要な手続を行ってください。
（※）住民票の写し、出生届の写しなど

・ これから育児休業等をする職員は、休業後の自分の業務について
支障が生じないよう、スムーズな引継ぎを心掛けましょう。

● 職場において
・ 育児休業している職員に対して、メールや郵便等で職場の情報
を提供しましょう。（例：新年度の業務分担、人事異動、人事・服
務関係の制度の改正、業務に係る新しい情報等）
※ 情報を受け取った育児休業中の職員は、必要に応じて職場と連絡を取

り合うなど、職場へのスムーズな復帰に努めましょう。

・ 育児休業中の職員が復帰する際には、業務分担を調整すること
により、職員が円滑に復帰できるようフォローしましょう。

（３）子どもが生まれる男性職員の所属長は

● 育児プランシートの作成
・ 男性の育児休業や配偶者の出産に係る休暇等の
取得を促進するため、所属長は、子どもが生まれる
男性職員から申出があった場合は、育児プランシート
を作成し、情報の共有を行ってください。

・ 所属では、必要に応じて業務分担を見直したり、所属職員への理
解を促したりするなど、男性職員も育児休業等の制度を利用しやす
い環境づくりに努めてください。
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（４）育児プランシートの活用
妊娠～出産～子育て期間中において、職員が取得できる休暇制度等を

まとめた「育児プランシート」を作成しました。出産予定日を入力する
ことにより、各種休暇等の取得可能な時期を一覧で整理できますので、
職場内での休暇等の情報共有に御活用ください。

9

年 月 日

＜STEP １＞ 出産（予定）日を記入してください。

出産（予定）日 ←出産予定年月日を入力すると、以下↓に、取得可能な休暇等に係る年月日が自動出力されます。

＜STEP ２＞ 利用できる両立支援制度の取得対象、取得可能期間、日数等を確認してください。

（以下の日付は、出産（予定）日＝入院日としています。）

給与影響あり

スケジュール 女性のみ 男性のみ 男女共通

妊娠

出産予定日
前１４週間

出産予定日
前８週間

出産予定日
前６週間

出産

《育児プランシート》

所属　・　職名

氏　　名
性
別

出産後2週間

出産後8週間

１歳

１歳半

３歳

小学校就学前

小学校修了まで

※ 出産した女性は出産休暇終了後からの取得となります

妊
婦
通
勤
緩
和
休
暇

妊
産
婦
保
健
指
導
・健
康
診
査
休
暇

出
産
休
暇

配
偶
者
出
産
休
暇
（
２
日
）

配
偶
者
の
出
産
に
係
る
子
の
養
育
休
暇
（
５
日
）

保
育
休
暇
（
１
日
２
回
、
各
1
時
間
（
一
括
し
て
1
日
2
時
間
可
能
）)

家
族
看
護
等
休
暇
（年
６
日
、
対
象
と
な
る
家
族
が
２
人
以
上
の
場
合
は
年
12
日
）

早
出
遅
出
勤
務

深
夜
勤
務
の
制
限

・
時
間
外
勤
務
の
制
限
（全
部
・一
部
）

深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
（免
除
）

妊
婦
休
息
・補
食
休
暇

育
児
休
業

（子
の
出
生
日
か
ら
57
日
以
内
に
2
回
育
休
を
取
得
し
た
男
性
職
員
は
、
以
降
2
回
ま
で
の
最
大
4
回
ま
で
取
得
可
能
））

部
分
休
業
（①
１
日
２
時
間
以
内
、
30
分
単
位

②
１
年
度
に
つ
き
10
日
、
１
時
間
単
位
）

育
児
短
時
間
勤
務

つ
わ
り
休
暇
（10
日
）
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取得希望、取得希望期間を記入してください。

取得希望

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

～

から

まで ～

から ～

まで

～

から ～

まで

～

から ～

まで

から

まで

取得しない場合
はその理由

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から

まで ～
から

まで

から
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＜STEP ３＞

妊娠

育児プラン

取得希望期間 取得できる期間 制度の概要等 請求

妊娠

女
性
の
み

（妊娠中の期間）

妊娠

（妊娠中の期間）

妊娠
妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度につ

いて、母体又は胎児の健康保持に影響がある場合、正規の勤務時

間の始め又は終わりに休暇を取得できる制度（申請時、母性健康

管理指導事項連絡カードを添付）
・1日につき１時間の範囲内の期間

（小学校就学前まで）

（小学校就学前まで）

（子が1歳半になるまで）

（子が満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで）

（中学校就学前まで）

（小学校就学前まで）

深夜勤務の制
限・時間外勤務
の制限

【深夜勤務】午後10時から翌日午前5時までの勤務をしないことがで

きる。

【超過勤務（全部）】超過勤務を全部制限（免除）することができる。

【超過勤務（一部）】24時間/月、かつ、150時間/年を超えて、超過勤

務をしないことができる。

深夜勤務制限・

時間外勤務制限

請求書

つわり休暇
妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害（つわり）のため、勤務す

ることが著しく困難である場合に取得できる休暇制度

・妊娠期間中　10日の範囲内（1時間単位の取得も可）

・本庁等：

職員事務ﾎﾟｰﾀﾙ
・学校：

所定の様式

妊婦休息・補食
休暇

妊娠中の女性職員が母体又は健康保持のため、適宜休息し、又は

補食するために必要な時間について取得できる休暇制度（申請時、

母性健康管理指導事項連絡カードを添付）

・本庁等：

職員事務ﾎﾟｰﾀﾙ

・学校：

所定の様式

妊婦通勤緩和休
暇

深夜勤務・
時間外勤務の制
限（免除）

妊産婦である女性職員の深夜勤務及び正規の勤務時間以外の勤

務を制限（免除）する制度

様式なし

（口頭で可）

妊産婦保健指
導・健康診査休
暇

妊産婦である女性職員が健康診査及び保健指導の受診のために

取得できる休暇制度

・妊娠満23週まで→４週間に１回

・妊娠満24週から満35週まで→２週間に１回

・妊娠満36週から出産まで→１週間に１回

・産後１年間→その間に１回

・本庁等：

職員事務ﾎﾟｰﾀﾙ

・学校：

所定の様式

（妊娠中から出産後１年以内）

妊娠

（妊娠中から出産後１年以内）

・本庁等：
職員事務ﾎﾟｰﾀﾙ

・学校：

所定の様式

出産休暇

８週間以内（多胎妊娠の場合には14週間）に出産予定の女性職員

が請求した日から出産までの期間及び出産の日の翌日から８週間
を経過するまでの期間において、出産のための休暇を取得できる制

度

・本庁等：

職員事務ﾎﾟｰﾀﾙ
・学校：

所定の様式

配偶者出産休
暇

妻の出産に伴う入退院の付添い等を行う場合に取得できる休暇制

度

・妻が出産のため入院する等の日から出産の日後2週間を経過す

る日までの期間において、2日以内　（日又は時間単位）

・本庁等：

職員事務ﾎﾟｰﾀﾙ

・学校：

所定の様式

（妊娠中の期間）

（予定日前8週間から産後8週間まで）

（多胎妊娠：予定日前14週間から産後8週間まで）

（入院等の日から産後2週間まで）

妻の産前産後期間中に、当該出産に係る子又は小学校就学前まで

の子を養育する男性職員が取得できる休暇制度
【1人目の子】生まれた子への授乳や付添い等

【2人目以上】上記に加え、上の子（小学校就学前）の保育所送迎等

（多胎妊娠の場合は予定日前14週から）

・5日以内　（日又は時間単位）

・本庁等：
職員事務ﾎﾟｰﾀﾙ

・学校：

所定の様式

育児休業

1
回

目 子を養育するため、一定期間休業できる制度

・育児休業は原則２回まで取得可能

　（出産休暇を取得しない職員は、子の出生日から５７日以内に２回

まで、それ以降に２回までの最大４回まで取得可能）

・育児休業の期間の延長は、原則一回に限る

・本庁等：

職員事務ﾎﾟｰﾀﾙ
・学校：

所定の様式
（子が3歳になるまで）

2

回

目

（1人目：出産後から出産後１年以内）

（2人目：予定日前6週間から出産後１年以内）

（多胎妊娠の場合）

（2人目：予定日前14週間から出産後１年以内）

男
性
の
み

男
女
共
通

家族看護等
休暇

職員の配偶者、父母、配偶者の父母、孫若しくは養育する満１８歳に達す

る日以後の最初の３月３１日までの間にある子の看護等をする必要があ

る場合に与えられる休暇

・負傷、疾病にかかった家族の世話や予防を図る措置

・学校の休業等に伴う家族の世話又は教育

・入学式、卒業式等に参加する場合

・家族が1人→年6日以内、２人以上→年12日以内（日又は時間単位）

・本庁等：

職員事務ﾎﾟｰﾀﾙ

・学校：

所定の様式

早出遅出勤務

中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に、始業・終

業時刻を変更して勤務することを認める制度

・「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行について（教育長

通知）」で定められた勤務時間による

早出遅出勤務

請求書

育児短時間勤
務

子を養育するため、週38時間45分より短い勤務時間で勤務できる
制度

・1日３時間55分/週５日（19時間35分/週）

・1日４時間55分/週５日（24時間35分/週）

・３日/週（23時間15分/週）

・２日半/週（19時間25分/週）　　等

育児短時間勤務

承認請求書

部分休業
子を養育するため、１日の勤務時間の一部を休業できる制度
①１日２時間の範囲内（30分単位）

②１年度につき10日の範囲内（１時間単位）

・本庁等：

職員事務ﾎﾟｰﾀﾙ

・学校：

所定の様式

保育休暇

生後１年６カ月未満の子を養育する職員が授乳や託児所等への送

迎を行う場合に与えられる休暇

・授乳や託児所等への送迎を行う場合

　１日２回それぞれ１時間以内

・本庁等：

職員事務ﾎﾟｰﾀﾙ

・学校：

所定の様式

配偶者の出産
に係る子の養
育休暇



【２ 出産・子育てを応援する制度について】
母性保護（母性機能を有する女性の権利を守ること）や妊娠中の母体

の適切な健康管理、あるいは仕事と家庭の両立支援などの観点から、仕
事を続けながら妊娠や出産、子育てをしようとする職員のために様々な
制度があります。制度の内容を知り、必要な時期に利用しましょう。

11

（１）出生のために
出生サポート休暇（有給） 対象：男性、女性
不妊治療に係る通院等のための休暇です。

●取得日数： １暦年において５日（不妊治療に係る通院等が体外受精
及び顕微授精に係るものである場合は１０日）
１日又は１時間単位に分割して取得できます。

◇人委規則８－６第１２条、人委規則８－６の運用について第１２－１１

有給の休暇 無給の休業・休暇 勤務時間帯の変更

時間外勤務等の制限 給付金制度 その他の制度

以下、制度の種類に応じて、表の色を次のとおり区分します。

（２）妊娠したら
妊産婦保健指導・健康診査休暇（有給） 対象：女性

妊娠中又は出産後１年を経過していない女性職員が保健指導や健康診
査を受ける場合の休暇です。
●取得回数： ○妊娠満２３週まで ４週間に１回

○妊娠満２４週から満３５週まで ２週間に１回
○妊娠満３６週から出産まで １週間に１回
○出産後１年まで １回

●取得日数： １回（健康診査とその結果に基づく保健指導を合わせた
もの）につき１日の範囲内で取得できます。

※ 健康診査に基づく保健指導が別の日に実施される場合でも、合わせて１回
として取得できます。
※ 妊娠中の異常等により医師・助産師に指示された回数が各期間において母
子保健法に規定する最低限の回数を超える場合、医師等の証明により複数回
取得することができます。

◇人委規則８－６第１２条、人委規則８－６の運用について第１２－１４
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妊婦休息・補食休暇（有給） 対象：女性
保健指導や健康診査の指導等により、業務が母体又は胎児に影響を及

ぼすと認められる場合の休息や補食のための休暇です。
●取得期間： 正規の勤務時間の始め又は終わりに連続しない時間や、

他の規定により勤務しないことを承認された時間に連続し
ない時間で適宜取得できます。

※ 取得する際は、「母性健康管理指導事項連絡カード」を所属長に提出して
ください。

◇人委規則８－６第１２条、人委規則８－６の運用について第１２－１５

つわり休暇（有給） 対象：女性
妊娠中の職員がつわりのため勤務することが著しく困難な場合の休暇

です。
●取得日数： １０日（１妊娠期間中）の範囲内で、１日又は１時間単

位に分割して取得できます。

◇人委規則８－６第１２条、人委規則８－６の運用について第１２－１３

妊婦通勤緩和休暇（有給） 対象：女性

保健指導や健康診査の指導等により、妊娠中の職員が通勤に利用する
交通機関（自家用車、乗降場、道路等を含む）の混雑が母体又は胎児に影
響を及ぼすと認められる場合の休暇です。
●取得期間： １日につき１時間の範囲内で取得できます。（通常の勤

務をする場合の登庁・退庁時間帯において、勤務時間の始
めと終わりに分割して取得できます。）

※ 取得する際は、「母性健康管理指導事項連絡カード」を所属長に提出して
ください。

◇人委規則８－６第１２条、人委規則８－６の運用について第１２－１５

勤務通勤
緩和

通勤
緩和

8:30 9:00 17:1516:45
【通勤緩和の例】

深夜勤務・時間外勤務の制限 対象：女性
深夜勤務（午後１０時～翌日午前５時までの間における勤務）や時間

外勤務（宿日直勤務を含む。）をしないことができます。
なお、全面的な制限のほか、深夜勤務のみ、時間外勤務のみの制限や

回数・時間数を指定しての制限を請求することもできます。
様式は特にありません（口頭でも可）。
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～ 母性健康管理指導事項連絡カードを活用しましょう ～
母性健康管理指導事項連絡カード（連絡カード）は、主治医等が行った指

導事項の内容を、仕事を持つ妊産婦（女性職員）が所属長へ明確に伝えるた
めに役立つカードです。
医療機関等名・医師等氏名の記入のある連絡カードは、医師の診断書に代

わる正式な証明書類として、取り扱われます。

連絡カードはこちらを御覧ください：https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/renraku_card/

【連絡カードの使い方】
（１） 女性職員が妊娠中及び出産後の健康診査等の結果、通勤緩和や休憩に関

する措置等が必要であると主治医等に指導を受けたとき、連絡カードに必
要事項を記入して発行してもらいます（①、②）。

（２） 女性職員は、連絡カードを所属長に提出して、必要な措置を申し出ます
（③）。

（３） 所属長は、連絡カードの記入事項に従い、女性職員に対し、時差出勤や
休憩時間の延長等の必要な措置を講じます（④）。

主治医等 女性職員 所属長
②カード発行

①受診

③カード提出・措置申出

④措置

（３）出産が近づいたら

出産休暇（有給） 対象：女性
出産のため、産前と産後に取得できる休暇です。

●取得期間： 出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内
の請求日から出産日まで及び出産の翌日から８週間目まで
取得できます。

※ 出産とは、妊娠満１２週以後の分娩（死産・流産を含む）をいいます。
※ 共済組合に申出をすれば、共済組合及び互助会の掛金が免除されます（詳
しくは、２１ページを参照してください。）。

◇人委規則８－６第１２条、人委規則８－６の運用について第１２－１２
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（４）子どもが誕生したら

配偶者出産休暇（有給） 対象：男性

妻の出産に伴う入退院・出産時の付き添い、入院中の世話、出生の届
出等をするための休暇です。
●取得日数： 出産のため病院に入院する等の日から出産の日後２週間

目までの期間において、２日の範囲で、１日又は１時間の
単位で取得できます。

◇人委規則８－６第１２条、人委規則８－６の運用について第１２－１８

配偶者の出産に係る子の養育休暇（有給） 対象：男性

妻が出産する場合で、生まれてくる子又は小学校就学前までの子を養
育するための休暇です。
●取得日数： ５日の範囲で、１日又は１時間の単位で取得できます。

◇人委規則８－６第１２条、人委規則８－６の運用について第１２－１７

育児休業（無給） 対象：男性、女性
子の満３歳の誕生日の前日まで育児休業をすることができます。配偶

者と共に育児休業をすることもできます。
休業を始める１か月前まで（子の出生日から５７日以内の育児休業の

場合は２週間前まで）に申請してください。

※育児休業は、原則２回まで取得可能ですが、男性職員は、子の出生日から５７
日以内の育児休業は２回まで、それ以降に２回までの最大４回まで取得可能で
す（産後パパ育休）。
※配偶者の負傷・疾病など特別な事情がない限り、原則として再度の育児休業は
できません。
※育児休業の延長は、原則１回可能です。特別な事情がない限り、原則として再
度の延長はできません。
※育児休業中は給与は支給されませんが、公立学校共済組合から育児休業手当金
等が支給されます（詳しくは１９、２０ページを参照してください。）。
※共済組合に申出をした場合は、共済組合及び互助会の掛金が免除されます（詳
しくは２２ページを参照してください。）。

◇地方公務員の育児休業等に関する法律、職員の育児休業等に関する条例
秋田県教育関係職員の育児休業等に関する規程、職員の育児休業等について
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育児短時間勤務（勤務しない時間は無給） 対象：男性、女性

子の満６歳に達する日以後の最初の３月３１日まで、次のいずれかの
勤務の形態により、職員が希望する日及び時間帯において勤務すること
ができます。
①１日３時間５５分勤務（週１９時間３５分）
②１日４時間５５分勤務（週２４時間３５分）
③週３日勤務（週２３時間１５分）
④週２日半勤務（週１９時間２５分）

※請求期間は、１月以上１年以内となりますが、延長可能です。
※配偶者が常態としてその子の世話をできる場合や配偶者が育児休業を取得して
いる場合でも育児短時間勤務をすることができます。
※給与は勤務時間に応じての支給となりますが、公立学校共済組合から育児時短
勤務手当金が支給される場合があります（詳しくは２１ページを参照してくだ
さい。）。

◇地方公務員の育児休業等に関する法律、職員の育児休業等に関する条例
秋田県教育関係職員の育児休業等に関する規程、職員の育児休業等について

～ 産後パパ育休とは ～
子の出生の日から５７日間以内にする育児休業のうち、１回目・２

回目のものを「産後パパ育休」と呼んでいます（前ページ「育児休
業」の説明の下線部分）。
育児休業は同一の子について原則２回まで取得できますが、産後パ

パ育休を取得する場合はこれとは別に２回まで取得することが可能で
す。
「産後パパ育休」は、休業期間が５７日以内に終了することが要件

であり、当初の育休期間を延長して子の出生の日から５８日目以降に
引き続くこととなった場合は通常の育児休業としてカウントされると
いう留意点はありますが、配偶者の退院後やいわゆる里帰り出産から
戻った時期など、特に配偶者への支援が必要となる子の出生直後の複
数の時期において、柔軟に育児休業を取得することが可能です。

【取得例】
出生日 出生日から57日目

産後パパ
育休①

産後パパ
育休②

育児休業
①

配偶者の出産
直後に取得

配偶者の出産
退院時に取得

配偶者の職場
復帰時に取得
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部分休業（勤務しない時間は無給） 対象：男性、女性

子の満６歳に達する日以後の最初の３月３１日まで、次のいずれかの
範囲内で、部分休業をすることができます。
①第１号部分休業 １日に２時間の範囲内で、３０分単位で取得
②第２号部分休業 １年度につき１０日（令和７年度は１０月１日から

制度が始まるため５日）の範囲内で、１時間単位で
取得（１日単位の取得も可）

※年度毎に①と②のいずれを請求するかを申し出る必要があります。年度途中の
申出内容の変更は、配偶者の入院等、特別な事情がある場合に認められます。
※①の請求は、必要とする期間についてあらかじめ包括的に請求してください。
※配偶者が常態としてその子の世話をできる場合や配偶者が育児休業を取得して
いる場合でも部分休業をすることができます。
※部分休業の承認を受けて勤務しない場合、勤務しない１時間につき、１時間当
たりの給与額が減額されて支給されますが、公立学校共済組合から育児時短勤
務手当金が支給される場合があります（詳しくは２１ページを参照してくださ
い。）。

◇地方公務員の育児休業等に関する法律、職員の育児休業等に関する条例
秋田県教育関係職員の育児休業等に関する規程、職員の育児休業等について

保育休暇（有給） 対象：男性、女性
生後１歳６ヵ月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のため授

乳等を行う場合に取得できる休暇です。
●取得期間： 子が１歳６か月に達する日の前日まで、１日２回各１時

間の取得ができます。（１日１回２時間一括の取得も可能）

※同じ子を育てる女性職員と男性職員の両方が取得する場合、合計で１日２時間
以内でしか取得できません。

◇人委規則８－６第１２条、人委規則８－６の運用について第１２－１９

家族看護等休暇（有給） 対象：男性、女性
負傷、疾病にかかった家族（配偶者、父母、配偶者の父母、孫若しく

は満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子）の看
護をする場合、予防接種・健康診断を受けさせる場合、感染症による学
級閉鎖や学校等行事（入学式、卒業式等）に参加する場合に取得できる
休暇です。
●取得日数： 年６日の範囲内で、１日又は１時間の単位で取得できま

す（家族が２人以上の場合は年１２日の範囲内で取得可）。

※他に看護可能な家族がいる場合であっても、職員が家族の看護を行う必要があ
り、実際にその看護に従事する場合には取得できます。

◇人委規則８－６第１２条、人委規則８－６の運用について第１２－２０
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育児を行う職員の早出遅出勤務、時差出勤 対象：男性、女性

〔育児を行う職員の早出遅出勤務〕
中学校就学前の子を養育している場合、１日の勤務時間について、県

立学校及び小・中学校等においては校長が認める時間帯に、教育庁等に
おいては１６パターン（勤務開始時刻が午前７時から午前１１時までの
間の１５分刻み）の時間帯に変更することができます。
教育庁等においては、時差出勤も同じ勤務パターンとすることが可能

なため、どちらを利用するか所属と相談してください。

※早出遅出勤務の請求をする場合は、「早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤
務制限請求書」を所属長に提出してください。

※請求を受けた所属長は、公務運営の支障の有無について速やかに請求した職員
に対して通知することとなります。

◇勤務時間条例第８条の２、人委規則８－６第５条の２～５

深夜勤務・時間外勤務の制限 対象：男性、女性

小学校就学前の子がいる職員は、公務の正常な運営を妨げる場合を除
き、深夜勤務（午後１０時～翌日午前５時までの間における勤務）や時
間外勤務（宿日直勤務を含む。）をさせることができないことになって
います。
なお、全面的な制限のほか、深夜勤務のみ、時間外勤務のみの制限や

回数・時間数を指定しての制限を請求することもできます。

※請求する場合は、「早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書」を
開始の１か月前までに所属長に提出してください。請求は、制限が必要な期間
について一括して行ってください。
※請求を受けた所属長は、公務運営の支障の有無について速やかに請求した職員
に対して通知することとなります。

◇勤務時間条例第８条の３、人委規則８－６第５条の７～９

フレックスタイム制 対象：男性、女性
原則４週間の期間を１つの単位期間として、当該単位期間の中で勤務

時間の総量を変えずに１日当たりの勤務時間を変えることができます。
土日に加え、勤務時間を割り振らない日をもう１日設けることも可能で
す。

※利用を希望する場合は、「勤務時間の申告・割振り簿（Excel）」により、チー
ムリーダー等に申告してください。
※詳細は、「フレックスタイム制 運用マニュアル」、「フレックスタイム制
申告・承認の手引き」を参照してください。

◇勤務時間条例第３条第３項、人委規則８－６第１条の２～５
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出産費・出産費附加金（共済組合）
●支 給 額： 出産費 ４８万８千円※＋出産費附加金 ５万円
※産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合、１万２千円を出産
費に加算

●提出書類： 出産費等請求書又は出産費等内払金等支払依頼書、医療
機関と交わした直接払制度利用の有無の合意文書の写し、
出産費用明細書の写し、領収書等

（５）その他の制度について

家族出産費・家族出産費附加金（共済組合）
●支 給 額： 家族出産費４８万８千円※＋家族出産費附加金５万円
※産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合、１万２千円を家族
出産費に加算

●提出書類： 家族出産費等請求書又は出産費等内払金等支払依頼書、
医療機関と交わした直接払制度利用の有無の合意文書の写
し、出産費用明細書の写し、領収書等

出産見舞金（互助会）
●支 給 額： ３０，０００円
●提出書類： 共済組合に出産費と同一の請求用紙を提出

扶養手当
●支給対象： ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

る子

●支 給 額： １人につき 月額１１，５００円
※１５歳に達する日以後の最初の４月１日から２２歳に達する日以後の最初の３
月３１日までの間にある子については、１人につき月額５，０００円を加算

配偶者出産見舞金（互助会）
●支 給 額：①会員の被扶養者である配偶者が出産したとき

３０，０００円
②会員の被扶養者ではない配偶者が出産したとき

２０，０００円
●提出書類：①共済組合に家族出産費と同一の請求用紙を提出

②配偶者出産見舞金請求書
（被扶養者に認定されていない配偶者用）
※夫婦とも会員の場合は提出不要
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育児休業手当金（共済組合）
●支給額
１）育児休業を開始してから１８０日に達するまでの期間

休業期間１日につき標準報酬日額（標準報酬月額の１／２２の額）
×６７／１００

【支給限度額】１日あたり 14,718円 （毎年改定されます。）

２）残りの期間
休業期間１日につき標準報酬日額（標準報酬月額の１／２２の額）
×５０／１００

【支給限度額】１日あたり 10,984円 （毎年改定されます。）

●支給期間： 当該育児休業に係る子が１歳（総務省令で定める場合に
該当するときは２歳）に達する日まで（ただし、父母がと
もに育児休業を取得する「パパ・ママ育休プラス制度」の
場合、子供が１歳２か月に達する日までの間で１年間を限
度に支給されます。）

【総務省令で定める場合】
１ 育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込
みを行っているが、当該子が１歳に達する日後の期間について、当面その
実施が行われない場合

２ 常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって当該子
が１歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定で
あったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡したとき。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る

子を養育することが困難な状態になったとき。
ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居し

ないこととなったとき。
ニ ６週間（多胎妊娠にあっては、１４週間）以内に出産する予定であ

るか又は産後８週間を経過しないとき。

●提出書類：【育児休業を取得したとき及び取得期間を変更したとき】
・育児休業手当金（変更）請求書
・人事異動通知書（辞令）の写し

※ 総務省令に定める場合に該当する場合は、次の書類も併せて提出
・１に該当する場合 保育所の入所に関する市町村長の証明書
・２のイ、ハに該当する場合 住民票の写し及び母子健康手帳の写し
・２のロに該当する場合 医師の診断書等及び母子健康手帳の写し
・２のニに該当する場合 母子健康手帳の写し
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育児休業支援手当金（共済組合）
組合員が育児休業し、支給要件を満たした場合に支給されます。
なお、短期組合員等のうち、雇用保険法の規定による出生後休業支援給

付の支給を受けることができる場合は当共済の育児休業支援手当金は支給
対象外です。

●支給要件：次の①及び②のいずれにも該当する必要があります。
① 対象期間※内に育児休業等をした日数が通算して１４日以上あると
き（令和７年４月１日以降に取得した日に限る）
※ 対象期間とは産後休業をしなかった組合員はその子の出生の日から５６
日を経過する日の翌日までの期間、産後休業をした組合員はその子の出生日
もしくは出生予定日から１１２日を経過する日の翌日までの期間をいいます。

② 当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子について、出生の日
から起算して５６日を経過する日の翌日までに配偶者育児休業等を
１４日以上したとき
なお、次のいずれかに該当する場合は、上記①のみ該当すれば支給

されることになります。
ア 配偶者のない者や子と法律上の親子関係がない配偶者等である場合
イ 配偶者が雇用保険法の適用事業に雇用される労働者でないものであ
る場合

ウ 配偶者が労働基準法の規定による産後休業や国家公務員がする産後
休暇をした場合

エ 配偶者がその子の出生後５６日を経過する日の翌日までの期間におい
て、配偶者が労使協定に基づき事業主から育児休業を拒まれた場合等

●支給額： 組合員及びその配偶者の方が対象期間内に育児休業等を取
得した場合、最大２８日間、標準報酬の日額の１３％を支給
【支給限度額】１日あたり 2,855円（毎年改定されます。）

●提出書類： ・育児休業支援手当金請求書
・組合員の育児休業等の辞令の写し
・配偶者の状況について証明する書類
①配偶者が育児休業を取得している場合
→・世帯全員について記載された住民票の写し等
（組合員の配偶者であることを確認できる書類）

・配偶者の育児休業等の辞令の写し等
（組合員の配偶者の休業の事実を証明する書類）

②配偶者がいない場合
→・戸籍謄（抄）本
（法律上の配偶者がいないことが確認できるもの）
・世帯全員について記載された住民票の写し等

・子の出生日または出産予定日が確認できる書類
（母子健康手帳の写し等）

※ 配偶者が労働者でない場合や何らかの理由で配偶者が育児休業を取得す
ることができない場合等、ケースによって必要な書類は変わります。
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育児時短勤務手当金（共済組合）
組合員が２歳に満たない子を養育するために育児短時間勤務や育児部

分休業をした場合に支給されます。
なお、短期組合員等のうち、雇用保険法の規定による育児時短就業給

付の支給を受けることができる場合は当共済の育児時短勤務手当金は支
給対象外です。

●支給要件： ２歳未満の子の養育のため勤務時間を短縮した場合
●支 給 額： 一支給対象月について、支給対象月に支払われた報酬の

額に、次の①又は②の区分の率を乗じて得た額となります。
ただし、当該報酬の額と育児時短勤務手当金の合計額が

支給限度額を超える場合は、支給限度額から当該報酬の額
を減じて得た額が手当金の額となります。
① 支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務
を開始した月の標準報酬の月額の９０％未満の場合⇒ １０％

② 支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務
を開始した月の標準報酬の月額の９０％以上１００％
未満の場合⇒ 当該標準報酬月額に対する当該報酬の額の割合

が９０％を超える大きさの程度に応じ、１０％か
ら一定の割合を減じた額

次のア又はイに該当する場合は、育児時短勤務手当は支給されません。
ア 支給対象月における報酬月額が支給限度額（※1）以上であるとき
イ 支給対象月における育児時短勤務手当金の額として算定された額が
雇用保険法第17条第4項第１号に掲げる額（※2）の100分の80に相当
する金額を超えないとき
※1 471,393円（毎年変わります。）
※2 2,411円（毎年変わります。）

●提出書類： ・育児時短勤務手当金請求書
・育児短時間勤務に関する所属機関の長の証明書
（辞令の写し等）

・請求月の「給与支給明細書」の写し
・「出勤簿」の写し
・育児時短勤務に係る子の生年月日が確認できる書類

出産休暇中の掛金の免除（共済組合・互助会）

出産休暇を取得した期間のうち、産前産後休業（※）の開始する日の
属する月から産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの
期間について、共済組合に申出をした場合は、共済組合及び互助会の掛
金が免除されます。
※産前産後休業の期間
出産日（出産日が出産予定日後であるときは、出産の予定日）以前６週（多

胎妊娠の場合は１４週）から出産日後８週までの期間
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育児休業中の掛金の免除（共済組合・互助会）
共済組合への申出により、共済組合・互助会の掛金が免除になります。

① 「育児休業開始月」と「育児休業終了日の翌日が属する月」が異な
る場合⇒ 育児休業開始月から育児休業終了日の翌日が属する月の前月まで

② 「育児休業開始月」と「育児休業終了日の翌日が属する月」が同一
であり、かつ、当該月における育児休業の日数が１４日以上の場合⇒ 当該月

財形非課税年金貯蓄及び財形非課税住宅貯蓄制度における「育児休業等
の適用特例」制度
勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄の契約者が、平成２７年４月１日以

降に３歳未満の子に係る育児休業等を取得する場合は、所定の申告書の
提出により、預入の中断期間が２年を超えるときも非課税措置を受けた
まま契約を継続することができます。

※制度を利用する場合は、申告書を育児休業等（出産休暇を含む）の開始日の前
月１４日までに所属長経由で福利課長へ提出してください。
※育児休業等の期間を変更する場合は、変更申告書を変更しようとする日の前月
１４日までに所属長を経由して福利課長へ提出してください。

３歳未満の子を養育する場合の平均標準報酬額の計算の特例
３歳未満の子を養育する組合員の標準報酬の月額が、「養育をするこ

ととなった日」又は「その他の事由に該当した日」の属する月の前月の
標準報酬の月額（従前標準報酬の月額）を下回った場合に、申出をする
ことにより「従前標準報酬の月額」をその「下回る月の標準報酬の月
額」とみなして、平均標準報酬月額を計算して、老齢厚生年金等が算定
されます。

※３歳未満の子を養育するために就業時間の短縮などの措置を受け、標準報酬の
月額が従前標準報酬の月額より低くなったことによって、将来の年金額が低く
なることを防止するための制度です。この特例を適用するために追加の長期掛
金を負担する必要はありません。

●提出書類： ３歳未満の子を養育する旨の申出書
被扶養者でない子どもについて養育の申出をする場合、

続柄を証明する書類が必要となります。
※子を養育しなくなった場合や、子が３歳を迎えた場合には当該特例の対象外と
なりますので「３歳未満の子を養育しない旨の申出書」を提出してください。
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【３ 介護と仕事の両立のために】
大切な家族の介護と仕事の両立は、時に大きな負担となります。職員

の皆さんが仕事と介護のバランスを取りながら、安心してキャリアを継
続できるよう様々な支援制度がありますので、ご自身の状況に合わせた
利用方法について、所属と相談しながらご検討ください。
介護と仕事の両立のためには、職場の理解も不可欠です。当事者とな

る職員のみならず、全職員が各種制度に対する理解を深めていただき、
介護に理解のある職場づくりを進めてください。

（１）介護と仕事を両立するための制度

介護休暇（無給）
要介護者につき、継続的な介護を必要とする状態毎に３回を超えず、

かつ通算して６月を超えない指定期間内で取得可能です。
取得単位は１日または１時間です。
取得するには「介護休暇請求書」で指定期間の申出等を行います。

承認を受けて勤務しない場合、勤務しない１時間につき、１時間当た
りの給与額が減額されますが、公立学校共済組合から介護休業手当金が
支給される場合があります（詳しくは２７ページを参照してください。）。

◇勤務時間条例第１５条、人委規則８－６第１３条～第１３条の２

・指定期間①について、実際に
介護が必要な日（枠内）に介護
休暇を請求（取得）

・指定期間②・③は残り計５月
まで指定可能

6月（1ヶ月）

8月～9月
（2ヶ月）

10月～12月
（3ヶ月）

指定期間①

指定期間②

指定期間③

各指定期間
通算6月（最大）

介護休暇（例）

「介護休暇請求書」で
「指定期間」の申出を
行い、「指定期間」の
指定を受けた後、「指
定期間」内で介護休暇
を請求



介護時間（勤務しない時間は無給）
要介護者につき、継続的な介護を必要とする状態毎に連続する３年

の期間内において、１日に２時間の範囲内で休業できます。
取得単位は３０分で、承認を受けて勤務しない場合、勤務しない

１時間につき、１時間当たりの給与額が減額されます。

◇勤務時間条例第１５条の２、人委規則８－６第１３条の３

短期の介護休暇（有給）

職員が要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者の介
護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他要介護者の
必要な世話を行う場合に、５日（要介護者が２人以上の場合にあっては、
１０日）の範囲内で取得できます。

◇人委規則８－６第１２条、人委規則８－６の運用について第１２－２１
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要介護者の範囲はどこまで？

父母の配偶者、
配偶者の父母の配偶者、
子の配偶者、配偶者の子

同居必要同居不要 職員

配偶者、父母、子、
配偶者の父母、祖父母、
孫、兄弟姉妹

『要介護者』とは
疾病または老齢により１週間以上にわたり、
日常生活を営むのに支障があるもので、上記
に該当する者
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介護のための早出遅出勤務、時差出勤
〔介護のための早出遅出勤務〕
要介護者の介護をする職員は、１日の勤務時間について、県立学校及

び小中学校等においては校長が認める時間帯に、教育庁等においては
１６パターン（勤務開始時刻が午前７時から午前１１時までの間の１５
分刻み）の時間帯に変更することができます。
教育庁等においては、時差出勤も同じ勤務パターンとすることが可能

なため、どちらを利用するか所属と相談してください。

※ 介護のための早出遅出勤務を請求する場合は、「早出遅出勤務・深夜勤務制
限・時間外勤務制限請求書」を所属長に提出してください。
※ 請求を受けた所属長は、公務運営の支障の有無について速やかに請求した職
員に対して通知することとなります。

◇勤務時間条例第８条の２、人委規則８－６第５条の２～５

フレックスタイム制
原則４週間の期間を１つの単位期間として、当該単位期間の中で勤務

時間の総量を変えずに１日当たりの勤務時間を変えることができます。
土日に加え、勤務時間を割り振らない日をもう１日設けることも可能で
す。

※ 利用を希望する場合は、「勤務時間の申告・割振り簿（Excel）」に より、
チームリーダー等に申告してください。
※ 詳細は、「フレックスタイム制 運用マニュアル」、「フレックスタイム制
申告・承認の手引き」を参照してください。

◇勤務時間条例第３条第３項、人委規則８－６第１条の２～５

深夜勤務・時間外勤務の制限
要介護者の介護をする職員は、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、

深夜勤務（午後１０時～翌日午前５時までの間における勤務）や時間外
勤務（宿日直勤務を含む。）をさせることができないことになっていま
す。
なお、全面的な制限のほか、深夜勤務のみ、時間外勤務のみの制限や

回数・時間数を指定しての制限を請求することもできます。

※ 請求する場合は、「早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書」
を開始の１か月前までに所属長に提出してください。請求は、制限が必要な期
間について一括して行ってください。
※ 請求を受けた所属長は、公務運営の支障の有無について速やかに請求した職
員に対して通知することとなります。

◇勤務時間条例第８条の３、人委規則８－６第５条の１２
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（２）介護保険制度とは

介護保険制度の概要は次のとおりです。詳細は要介護・要支援者の方
がお住まいの市区町村にお問い合わせください。

介護保険制度
〇 保険運営者： 原則として市区町村

〇 保険加入者： ６５歳以上（第１号被保険者）と
４０歳以上６５歳未満（第２号被保険者）

〇 制度利用者： 第１号被保険者＝要介護・要支援認定を受けた場合
第２号被保険者＝末期がん等の特定疾病により要介

護・要支援認定を受けた場合

○ 要介護・要支援認定の主な流れ
（※申請から結果の通知まで３０日以内とされています。）
① 保険加入者が保険運営者に申請
② 保険運営者が被保険者の心身の状況を調査するとともに、主治医
の意見聴取

③ 調査結果等をもとに介護認定審査会で審査・判定
④ その判定結果に基づき保険運営者が認定を行い、保険加入者に結
果を通知

○ 認定後、ケアマネジャー等にケアプランの作成を依頼します。
ケアプランに基づいて、要介護・要支援別に決められている介護保険

サービスを利用することになります。

以下のリーフレットもご確認ください。
介護保険制度について（４０歳になられた方へ）
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001238058.pdf
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（３）給付制度について

介護休業手当金（共済組合）
組合員が介護休暇を取得したとき、介護休暇の日数を通算して６６日

（祝休日を除く）を超えない期間支給されます。
ただし、雇用保険法の規定による介護休業給付を受けることができる

組合員には支給されません。

●支給額： 休暇期間１日につき
標準報酬日額（標準報酬月額の１／２２の額）の
６７／１００が支給されます。
【支給限度額】１日あたり 16,207円

（毎年改定されます。）

●提出書類：・介護休業手当金請求書
・給与諸手当支給明細書
・介護休暇請求書の写し
・出勤簿の写し

介護休暇補助金（互助会）
対象者が介護休暇（時間休を除く）の承認を受け、連続した２週間以

上の休暇を取得したときに給付されます。

●給 付 額： 共済組合法等の介護休暇に係る給付が終了した翌日から
計算し、次のとおり給付します。
・３０日毎に１００，０００円。
・３０日に満たない場合５０，０００円。

●提出書類：・介護休暇補助金請求書
・出勤簿の写し
・最初の請求と、変更後承認された月の際は、人事異動通
知書の写し
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【４ 非常勤職員が利用できる制度について】
非常勤職員は妊娠・出産・育児・介護のための制度について、育児短

時間勤務以外の休業・休暇制度については常勤職員と同様に利用できま
すが、取得要件など、一部取扱いが異なるものもありますので、以下を
ご確認ください。
なお、申請方法については、所属の総務担当者にご確認ください。

常勤職員との相違制度名

対象は、週３日以上勤務している職員又は年１２１日以上勤務し
ている職員かつ任期が６月以上の職員又は６月以上継続して勤務
している職員

出生サポート休暇

相違なしつわり休暇

相違なし妊産婦保健指導・健康
診査休暇

相違なし妊婦休息・補食休暇

相違なし妊婦通勤緩和休暇

産前休暇は出産予定日の６週間前から請求可能出産休暇

対象は、出生サポート休暇と同じ配偶者出産休暇

対象は、出生サポート休暇と同じ配偶者の出産に係る子
の養育休暇

原則は子が１歳になるまで、一定の要件を満たせば２歳まで取得
可能

育児休業

対象外育児短時間勤務

対象は、週３日以上勤務している職員又は年１２１日以上勤務し
ている職員

育児部分休業

子が１歳になるまで、１日２回それぞれ３０分単位で取得可能保育休暇

相違なし家族看護等休暇

指定期間は９３日を超えない範囲内。
対象は、週３日以上勤務している職員又は年１２１日以上勤務し
ている職員かつ指定期間の初日から９３日を経過する日から６月
を経過する日までに任期が満了すること及び引き続き採用されな
いことが明らかでない職員。

介護休暇

対象は、１日につき正規の勤務時間が６時間１５分以上である勤
務日がある職員。
１日につき２時間（１日につき正規の勤務時間から５時間４５分
を減じた時間が２時間を下回る場合は、当該減じた時間）取得可
能

介護時間

相違なし短期の介護休暇
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【参考 制度の利用例など】
ここでは、育児休業や各種休暇の利用例を紹介します。共働きの家庭

をはじめ、専業主婦・主夫の家庭でも利用できる場合がありますので、
参考にしてください。

〔共働き家庭のケース①〕

夫

妻

誕生 １歳 １歳６か月

夫

妻

誕生 １歳 １歳６か月

配偶者の出産に係る子の養育
休暇（５日以内）取得可能

育児休業
（２か月）

出産休暇
（産前・産後）

保育休暇
１日１時間

保育休暇
１日１時間

慣らし保育の際
やこの状況に応
じて取得

保育休暇を夫婦
で取得する場合
は、合わせて２
時間まで

〔共働き家庭のケース②〕

配偶者の出産に係る子の養育
休暇（５日以内）取得可能

出産休暇
（産前・産後）

育児休業
（子１０か月まで）

育休①
(2週間)

育休②
(1週間)

育休③
(2か月)

育休④
(2か月)

出生日から57日以内
に2回まで育児休業
を取得可能

出生日から57日以内
に取得した休業以外
に、2回まで育児休
業を取得可能

育児休業の時期が配偶者の育児
休業と重なってもOK

＜育児に関する制度の利用例＞
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夫

妻

誕生 １歳 １歳６か月

夫

妻

誕生 １歳 １歳６か月

夫

妻

誕生 １歳 １歳６か月

配偶者の出産に係る子の養育
休暇（５日以内）取得可能

出産休暇
（産前・産後）

配偶者の出産に係る子の養育
休暇（５日以内）取得可能

〔共働き家庭のケース③〕

育児休業
（子１歳まで）

第1号部分休業
（子１歳6か月まで：朝夕30分）

育児休業の時期が配偶者の
育児休業と重なってもOK

保育園への送迎の
ために取得

〔専業主婦のケース〕

育休休業
(1か月)

育休休業
(1か月)

配偶者が常態として子を養育で
きる場合でも、育児休業を取得
可能

〔専業主夫のケース〕

出産休暇
（産前・産後）

育児休業
（子１歳まで）

配偶者が常態として子を養育で
きる場合でも、育児休業を取得
可能
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～体験談その１～ 育児休業を取得しようと思ったきっかけは？

第２子が生まれた時、多忙なため育児休業を取得できなかったこと
が心残りでした。第３子が生まれ、それに前後して夫婦で育児休業を
取得すると１歳２か月まで手当が支給されるようになったことなど、
条件が充実したことも取得のきっかけの一つとなりました。
加えて、私の担当業務を、チームリーダーをはじめ同僚が分担して

対応してくれるなど、職場の大きなサポートを得られたことも大きな
決め手となりました。

生まれる前から、夫婦で同時に育児休業を取得するつもりでした。
男性の育休取得率が低いのは知っていたのでファーストペンギンの気
持ちで取得を願いました。
育休中は子育ての大変さを感じつつも生まれてから1年間という貴

重な時間を子どものすぐそばで妻と見守れたのは、人生においてとて
も貴重な時間でした。職場の先生方も気を遣ってくださり、職務の負
担をかけたことは知っていたので、申し訳ない気持ちは常にありまし
たが、取得してよかったなと思っています。

～体験談その２～ 育児休業を取得して良かったことは？

約３ヶ月間育児休業を取得しましたが、産まれてきた長男の成長を

日々感じることができました。１日１日で表情がどんどん変わりま
す！
また、長女・次女とも過ごす時間が増えたおかげで、長男の面倒を

頑張ってみてくれるお姉さん達の姿も身近に感じることができ、家族
の絆がより一層深まった気がします。
育休最終日に妻から「とても楽をさせてもらいました。ありがと

う」と言ってもらえた時は、感無量でした。

＜男性職員の体験談＞
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育児と家事が私の役割となったことで、実際に育児や家事の苦労や、
やりがいを知ることができたことも良かったと思っています。育児や
家事の大変さを知ったことで、育児休業終了後の現在も家庭での育児
や家事の協力につながっていると思います。

～体験談その３～ これから育児休業を取得しようと考えている
男性職員へ一言！

子育ては父母が一緒に取り組んでいく大事な役割です。子どもの成
長を二人で見守っていくためにも、積極的に育休を取得し、家事・育
児に取り組んでほしいと思います。子どもの成長は早いです。18年
すると手元をはなれるケースがほとんどです。かわいいさかりの子ど
もと一緒に過ごせる時間を大切に！

「休暇をとることで、職場や子どもたち、保護者に迷惑をかけるか
も…」という意識を持つ必要はありません。「私がいなくても、職場
はまわる」というくらいの気持ちで休暇をとりましょう。たとえ、あ
なたが余人に代え難い職員であったとしても、あなたの人生設計はあ
なたとあなたの家族のものです。職場の人間関係に左右されるべきも
のではありません。休暇は然るべき時に取得してください。

男性の育児休業取得状況 ～みんなどの程度育休取得してる？～

秋田県教育委員会における令和６年度の男性職員の育児休業取得率
は、３２．５％です。育児休業取得可能者１０人のうち約３人が育児
休業を取得している状況です。

秋田県教育委員会特定事業主行動計画では、
令和１１年度までに男性の育児休業の取得率を
８５％、２週間以上の取得率を５０％とするこ
とを目標としています。
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Ｑ 育休復帰後、時短での勤務を望んでいます。どのような選択肢があ
りますか？

Ａ 部分休業や育児短時間勤務（いずれも子の満６歳に達する日以後の
最初の３月３１日まで、給与への影響あり）等があります。

【部分休業】
第１号部分休業は、１日につき２時間の範囲内で、３０分単位で休
業可能
（例） 保育園への送迎のため、勤務時間の始めと終わりに３０

分ずつ休業したら・・・ （１日６時間４５分勤務）
勤務時間 ９：００―１６：４５

第２号部分休業は、１年度につき１０日の範囲内で、１時間単位で
休業可能
（例） 子の体調不良により付き添いが必要にな場合に、１日休業

（この場合は家族看護等休暇も利用できます。）
【育児短時間勤務】

次のいずれかの勤務形態により、職員が希望する日及び時間帯にお
いて勤務可能
①１日３時間５５分勤務
②１日４時間５５分勤務
③週３日勤務（週２３時間１５分）
④週２日半勤務（週１９時間２５分）
なお、１歳６か月に達しない子の保育のためであれば、保育休暇（有

給）を取得できる場合もあります。
【保育休暇】

１日２回各１時間の取得ができます。（１日１回２時間一括の取得
も可能）

Ｑ 子どもの面倒を見ることができる親と同居していても、保育休暇を
取得することはできますか？

Ａ 保育の補助者がいるか否かにかかわらず、１歳６か月に達しない子
の保育のためであれば、保育休暇を取得することができます。
ただし、男性職員は、配偶者が常態として子を養育できる場合には
取得できません。
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Ｑ 以前、部分休業は勤務時間の始めと終わりにしか休業できないと聞
きましたが、今も同じですか？

Ａ 令和７年１０月１日から部分休業が第１号部分休業と第２号部分休
業の２種類に拡大される改正に併せ、勤務時間の始め又は終わりに限
り承認可能とする取扱が廃止されました。
これは、テレワーク勤務の普及により、勤務時間の途中の時間帯に
も子の世話や介護等のために時間を用いることへのニーズが想定され
る状況となっていること等を踏まえたものです。

Ｑ 夫婦ともに職員である場合、交代で部分休業や育児短時間勤務をす
ることはできますか？

Ａ 配偶者が部分休業その他の短時間勤務の制度の適用を受けているか
どうかに関わらず、部分休業をしたり、育児短時間勤務をしたりする
ことができます。

Ｑ 保育休暇を取得していても、部分休業をすることはできますか？

Ａ 部分休業の２時間から保育休暇の時間を差し引いた時間を超えない
範囲で取得することができます。

Ｑ 部分休業の前後に、年次休暇を取得することはできますか？

Ａ 以前は、年次休暇と部分休業を連続して取得することは認められて
いませんでしたが、令和７年１０月１日からの制度改正に併せ、この
制限は撤廃されました。
部分休業と年次休暇等の他の休暇を併用して取得し、１日勤務しな
いこととすることも可能です。
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Ｑ 妻が第１子を出産しました。取得できる休暇はありますか？

Ａ 配偶者出産休暇及び配偶者の出産に係る子の養育休暇を取得するこ
とができます。
このうち、配偶者の出産に係る子の養育休暇は、男性職員が配偶者
の出産前後に育児参加するための休暇であって、上の子の養育が必要
な場合だけでなく、新生児の養育のためにも取得できる休暇制度です。
このため、第１子の出産の場合であっても取得することができます。

Ｑ 子どもの年齢に関係なく、子育てと仕事の両立に有効な制度はあり
ますか？

Ａ 時差出勤制度やテレワーク制度は、特段の事情を有していなくても
活用できる制度です。

※ 公務運営上の事情により認められない場合があります。制度の利用を希望
する場合は、所属の上司へご相談ください。

Ｑ 育児休業中の給与額を試算することはできますか？

Ａ このハンドブックとは別に育児休業中の給与額を試算できるシミュ
レーションシート（電子ファイル）を配布しています。このシートに
給与月額等を入力することで概ねの給与額を試算することができます。

Ｑ 保育休暇も部分休業と同じ取扱いと聞いていますが、保育休暇の前
後に、年次休暇を取得することはできますか？

Ａ 保育休暇も部分休業と同様に、他の休暇との併用が可能となりまし
た。
ただし、保育休暇は、保育のための授乳等を行う場合を対象とした
休暇であり、全日勤務しない場合には休暇の必要性は想定されないた
め、全日勤務しない日に保育休暇を取得することはできません。
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部分休業育児短時間勤務育児休業

未就学児を養育する職
員

未就学児を養育する職
員

３歳の誕生日の前日ま
での子を養育する職員

対象

第１号：１日２時間を
上限に、30分単位で取
得可能（ただし、保育
休暇と合わせて２時間
まで）
第２号：１日当たりの
時間数の制限なく取得
可能（１日単位の取得
も可能）

次のパターンから選択
①3時間55分/日
（19時間35分/週）
②4時間55分/日
（24時間35分/週）
③3日/週
（23時間15分/週）
④2日半/週
（19時間25分/週）

ー
勤務パ
ターン

第１号：回数制限なし
第２号：年間１０日相
当時間数まで

前回の育児短時間勤務
の終了から１年を経過
していれば、回数の制
限なく再度の取得可
特別な事情があれば１
年以内の再度の取得は
可能。延長も可能

原則２回まで（男性職
員が、子の出生の日か
ら５７日間以内に取得
する場合は、さらに２
回）
原則１回の延長が可能

回数

第１号：１か月前まで
に、必要な期間を包括
的に請求
第２号：あらかじめ請
求

１か月前までに、１月
以上１年以下の期間に
ついて請求

１か月前までに請求。
子の出生の日から５７
日間以内に取得する場
合は、２週間前まで

請求

取得可取得可取得可他の親
が養育
できる
場合

・給料、職務関連手当
等は勤務しない１時間
毎に減額。生活関連手
当、期末手当は全額支
給
・勤勉手当は、勤務し
なかった期間が３０日
を超える場合は、全期
間を勤務期間から除算

・給料及び職務関連手
当等は勤務時間数に応
じて支給。生活関連手
当は全額支給
・期末・勤勉手当は、
短縮分の勤務時間に応
じて規定の割合で支給

・無給（育休の開始・
終了が月の途中の場合
は日割計算）
・期末・勤勉手当は、
期間内に勤務した期間
があれば、規定の割合
で支給

給与
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＜介護に関する制度の利用例＞

入院 退院（自宅療養）

〔要介護者の状況に応じて、利用する制度を変えていく例〕

短期の
介護休暇 介護休暇 フレックス

タイム制

デイサービス利用

指定期間は３回まで分割可（通算６月まで）

〔家族間で分担して制度を活用する例〕

介護
休暇

介護時間
（120分） 時差出勤

入院

短期の
介護休暇 時差出勤 介護休暇

(指定期間①)
フレックス
タイム制

介護休暇
(指定期間①)

退院（自宅療養） デイサービス利用

職員

家族

Ｑ 介護に関する休暇を請求しようと思いますが、似たような名前が
多いため、どれを選べばよいか教えてください

Ａ 介護に関する休暇は特別休暇（有給）と無給の休暇とに分けられま
す。

・ 一時的に介護が必要となった場合は、特別休暇である「短期の介護
休暇」を取得するのが一般的です。

・ 一定期間継続的に介護が必要となる場合は、無給の休暇である「介
護休暇」や「介護時間」を請求することが多いと思います。

・ 各制度の比較は次ページをご覧ください。

※共働きの場合等、期間で分担して介護を行う場合の制度利用例（民間も同様の制度を
設けることになっています）
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介護休暇、介護時間、短期の介護休暇の比較

短期の介護休暇介護時間介護休暇

要介護者の介護その他
の世話を行う職員

要介護者の介護を行う
職員

要介護者の介護を行う
職員

対象

年５日（要介護者が２
人以上の場合は１０
日）

要介護者の各々が介護
を必要とする一の継続
する状態ごとに、連続
する３年の期間内

要介護者の各々が介護
を必要とする一の継続
する状態ごとに、通算
して６月の期間内（３
回まで分割可）におい
て必要と認められる期
間

日数・
期間

１日又は１時間３０分（１日２時間の
範囲内で使用）

１日又は１時間（時間
単位の場合の場合は、
１日４時間の範囲内）

単位

やむを得ない場合は事
後請求も可
必要に応じて要介護者
に関する事項及び要介
護者の状態を明らかに
する書類を提出

あらかじめ請求「介護休暇請求書」で
「指定期間」の申出を
行い、「指定期間」の
指定を受けた後、「指
定期間」内で介護休暇
を請求
（職員事務ポータルで
申請。請求にあたり介
護休暇請求書を添付）

請求

有給・勤務しない時間の給
与額を減額
・勤勉手当は介護時間
の総時間数を日に換算
し、３０日を超える場
合には、勤務しなかっ
た全期間を勤務期間か
ら除算

・勤務しない時間の給
与額を減額
・勤勉手当は介護休暇
を使用した期間（時間
単位の介護休暇は日に
換算）が３０日を超え
る場合には、勤務しな
かった全期間を勤務期
間から除算

給与
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作成 秋田県教育庁総務課 人事・法令チーム
電話 ０１８－８６０－５１１５

～育児・介護に関する相談窓口～

○各学校の事務室、各所属の総務チーム又は調整担当チーム

○教育庁及び学校を除く教育機関：総務課人事・法令チーム
電話018-860-5115

県立中学校及び高等学校：高校教育課管理チーム
電話018-860-5164

県 立 特 別 支 援 学 校：特別支援教育課管理チーム
電話018-860-5133

○（給与関係）教職員給与課給与第一チーム
電話018-860-5124

○（共済関係）福利課
調整・企画チーム 電話018-860-5221
給付チーム 電話018-860-5232
互助会管理・業務チーム電話018-860-5224


